
○本庄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成１８年１月１０日 

規則第５１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、本庄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例（平成１８年本庄市条例第６５号。以下「条例」という。）の施行に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（公募の方法） 

第２条 条例第２条第１項に規定する指定管理者の公募については、本庄市広報

規則（平成１８年本庄市規則第１７号）第２条第１項第１号に規定する広報紙

又は同項第２号に規定するインターネットによる広報によるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 条例第３条に規定する規則で定める申請書は、本庄市公の施設の管理に

関する指定申請書（様式第１号）とする。 

２ 条例第３条第１号に規定する事業計画書は本庄市公の施設の管理に関する事

業計画書（様式第２号）に、同条第２号に規定する収支計算書は本庄市公の施

設の管理に関する収支計算書（様式第３号）によるものとする。 

３ 法人が指定の申請をする場合には、役員等の記載をされた登記事項証明書を

添付するものとする。 

（委員会の設置） 

第４条 市長は、条例第４条第１項の規定による指定管理者の候補者を公正に選

定し、適正な事務の運営を図るため、選定委員会を設置するものとする。 

（指定管理者の指定等） 

第５条 市長は、条例第４条第１項の規定により指定管理者を指定したときは、

指定した者に対して本庄市公の施設の指定管理者指定通知書（様式第４号）に

より、指定しなかったときは、指定しなかった者に対して本庄市公の施設の指

定管理者不指定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

２ 市長と指定した者は、当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとす

る。 



（事業報告書） 

第６条 条例第５条の規定による事業報告書は、本庄市公の施設の管理に関する

事業報告書（様式第６号）によるものとする。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年１月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年本庄市規則第１７号の２）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により

なされたものとみなす。 

附 則（平成２０年９月１９日規則第３５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式について

は、当分の間、使用することができる。 

３ 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修

正をすることができる。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第６２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１５日規則第８号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日規則第３３号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

 


